
　
入
居
要
件
を
緩
和
し
た
町
営
単
独
住

宅
も
あ
り
ま
す
。

共
通
事
項

⚫
入
居
資
格
の
概
要

・
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

・
所
有
す
る
持
ち
家
等
が
な
い
こ
と

・
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

・
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
こ
と

※
町
営
住
宅
と
町
営
単
独
住
宅
で

は
、
収
入
基
準
の
要
件
が
異
な

り
ま
す
。

⚫
申
込
方
法　
入
居
申
込
書
と
必

要
書
類
を
、
建
設
課
ま
た
は
各

支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

⚫
申
込
期
限　
７
月
10
日

※
締
切
ま
で
に
書
類
が
そ
ろ
わ
な

い
場
合
は
、失
格
と
な
り
ま
す
。

⚫
選
考
方
法　
入
居
資
格
や
住
宅

困
窮
の
度
合
い
を
調
査
し
、
募

集
戸
数
を
超
え
る
応
募
が
あ
っ

た
場
合
は
、公
開
抽
選
し
ま
す
。

⚫
抽
選
予
定
日　
８
月
６
日

⚫
入
居
予
定
日　
８
月
20
日

⚫
町
営
住
宅
の
募
集

【
入
居
条
件
】

・
収
入
基
準
内
で
あ
る
こ
と

・
同
居
す
る
親
族
等
が
い
る
こ
と

【
琴
丘
地
域
】

八
幡
越
住
宅　

６
戸

　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

【
山
本
地
域
】

木
戸
沢
住
宅　

１
戸

　
（
木
造
平
屋
建
て
３
Ｄ
Ｋ
）

【
八
竜
地
域
】

川
尻
住
宅　

５
戸

　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

萱
刈
沢
住
宅　

３
戸

　
（
木
造
平
屋
建
て
３
Ｄ
Ｋ
）

八
竜
東
住
宅　

８
戸

　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

八
竜
大
口
住
宅　

３
戸

　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

⚫
町
営
単
独
住
宅
の
募
集

　

町
営
住
宅
よ
り
も
入
居
条
件
を
緩
和

し
た
住
宅
で
す
。

　

・�

町
営
住
宅
の
収
入
基
準
を
超
え
て

い
て
も
入
居
で
き
ま
す

　

・�

単
身
者
で
も
、
同
居
す
る
親
族
等

が
い
て
も
入
居
で
き
ま
す

【
八
竜
地
域
】

赤
沼
単
独
住
宅　

１
戸

　
（
木
造
２
階
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
課　
管
理
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
２
０

町
営
住
宅
入
居
者
募
集
！

▲町営住宅

▲町営単独住宅

共
通
事
項

・
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
申
し
込

む
か
履
歴
書

と
資
格
を
証
す
る
も
の
を
提
出

（
郵
送
は
簡
易
書
留
）

・
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
該
当

し
な
い
こ
と

・
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

会
計
年
度
任
用
職
員

保
育
士
（
フ
ル
タ
イ
ム
）

⚫
募
集
人
員　
１
人

⚫
勤
務
地　
町
内
保
育
園

⚫
職
務
内
容　
園
児
保
育

⚫
勤
務
時
間

　

月
～
土
曜
日
、
７
時
～
19
時
の
う
ち

７
時
間
45
分
（
シ
フ
ト
制
）

⚫
給　
与　
月
額
23
万
５
５
５
７
円

※
保
育
業
務
、期
末
・
勤
勉
、通
勤
手
当

支
給

⚫
資
格
等　
保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭
、

小
学
校
教
諭
、
養
護
教
諭
、
看
護
師

資
格
の
い
ず
れ
か

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課　
こ
ど
も
福
祉
係

　
☎
８
５ｰ

４
８
３
６ 募

集
!

町
業
務
従
事
者

株式
会社 金子塗装店

地域に根ざして半世紀
創業61周年
カネペン

お値段以上の高品質

見積・ドローン調査無料！
お気軽にご相談ください。
〒018－2407  秋田県山本郡三種町浜田字上浜田81

0185－85－3355

一 級 塗 装 技 能 士/５名　二 級 塗 装 技 能 士/１名
一級土木施工管理技士/１名　二級建築施工管理技士/２名

７人の熟練職人
（有資格者）

広告

珍 田 行 政 書 士 事 務 所

相続・遺言・会社設立・許認可
『何から始めればいいの？』という段階からご相談ください。
手続の流れや必要書類について、わかりやすくご説明いたします。

行政書士  珍 田  陽（ちんだ  あきら）

電話：090－9030－4331 メール：akira.chinda@gmail.com
〒018－2305  秋田県山本郡三種町外岡字羽立39番地
広告

広報 みたね
mitane town

15


